
第６回WS　「管理運営計画について」　～これまでのアイデアをどう盛り込むか～

分類 具体的内容 分類 具体的内容 分類 具体的内容
歴史と新文化の融合のまち

まつりやイベント

いいまち・いいひと・いいふれあい 市民主体 市民のもの

老若男女が交流し、笑いの絶えない市民生活

学生が利用できる

市民活動・ボランティア活動の拠点

団体活動が活発にできる

自己実現を目指す

プロやアマ問わず、特技等を発表できる場

資源と潜在力 自然と共存する本庄

多世代交流 お年寄りと子どもを結ぶイベント 市民提案 市民の提案を受け、事業やイベントを実施

子育て支援 子育て支援のイベント

福祉支援
高齢者や障がい者を対象とした生きがいづくり
などの支援

イベントの継続性 いつでも楽しめるイベント（音楽）など

生涯学習支援 歴史探勝会

休館日は年末年始と施設メンテナンス日のみ 休館日は年末年始と施設メンテナンス日のみ

土日や夜遅くまで利用できる

1時間単位

2時間単位（片付ける時間を含む） 開館時間：9時～22時/8時～21時30分

部屋の利用は有料とする ※閉館後の巡回等のために21時30分とする
※但し、ボランティア団体などは減免
駐車場は有料とする

暴力団などに対して、利用制限をする 平日・休日によって時間帯の区分を変える

一般の利用者は一律料金とし、月謝払い

収入のない団体などに対する減免は必要

公的な事業やイベントの事前確保

原則、早いもの勝ち

インターネットや電話での申請

機材の利用やサービス等について

利用制限 物品販売について一定のルールが必要

禁止事項 飲食について一定のルールが必要

事業やイベントの企画から利用者が参画する 高齢者や個人が気軽に利用できる

弱者と呼ばれる人達のよりどころ

市役所出先課の設置（例：市民活動推進課）

多世代が交流できる

古いモノと新しいモノの共有

コーディネート 団体間の協調・コラボ 団体同士の情報ネットワークを取りまとめる

利用者意見の反映 協議会のメンバーとして市民が参加する 利用者の方向を向いた運営 利用者のことを第一に考える

中間支援団体のような連合体が管理運営を行う 他の指定管理者との連絡が必要

設立当初は、行政と市民団体が管理運営を行う 市民と行政の協働管理

他施設の指定管理制度を把握し、参考にする

【その他】 CATVによる広報（複合施設の番組を作る）

・広報宣伝 運営は点ではなく線、広報・イベントは面で行う

・愛称 災害のない点や交通アクセスの良さをPRする

・収支　など 愛称 インターネットで広く公募する

項目
Aグループ Bグループ Cグループ

【管理運営の基本
方針】（施設の基
本理念や果たすべ

き役割）
第１回WS「本庄市の
良い点と悪い点」より

歴史・文化・イベントの情報
発信

老朽化施設の対策
市内に多様な施設があるが、新しい複合施設は
中央公民館・コミセンの受け入れ先

世代を超た交流

公平・公正・中立

中間支援団体はひとつひとつの団体や個人等へ
の活動支援を平等に行うべきであり、行政・利
用者双方に対し、公平・公正・中立の立場をと
る必要がある

市民活動の推進

【事業計画】事業
の基本方針や事業
展開の方向性

第２回WS「新施設を
使った事業やイベン

ト」より

観光PR
観光スポットを地図に広大表示し、観光客誘致
に活用する

団体相互の交流
団体同士の交流を深めるコミュニティまつりや
公民館まつりのような合同発表会

健康づくり支援

少子高齢化の進む現代において、みんなが「健
康」であることが大切。健康づくりの支援事業
を継続して行い、ケガや病気の予防に役立て、
医療費の削減にもつなげる

【利用規則】規則
全体の基本方針や
個別規則の考え方

と方向性
第３回WS「施設のき
まりを考えよう」より

多様な利用者に配慮した休館
日、開館時間等の設定

多様な利用者に配慮した休館
日、開館時間等の設定

※利用者の利便性を考えると、いつでも利用で
きる、いつでも受付していることが大切利便性に配慮した使用時間帯

の設定

利用料金の有料化と減免
利便性に配慮した使用時間帯
の設定

使用時間帯：9時～12時、13時～17時、18時
～22時、1日中 9時～22時

利用制限 新たに施設を利用する団体を、既利用団体が選
ぶ

受益者負担と減免
企業の利用はレンタルルーム代として別料金
（１H/円）を設定する

利便性を考慮した利用申請

定期的に同じ曜日・時間帯での利用を希望する
利用者（登録団体）に配慮したルールづくり

駐車場
利用団体の乗合せを促進する。乗合せをする利
用者には、感謝状等の贈呈

【市民参加】市民
と施設との関係性
第４回WS「運営主体
と市民参加について」

より

事業への参画 身近な施設市が企画するモノだけではなく、利用者が自発
的に企画する

市民の声を反映
利用者が希望・要望等を広く応募できる環境を
整える 交流と情報のネットワーク

【管理運営組織】
組織の基本方針や
支援・チェック組

織
第５回WS「市民と行
政との協働管理運営に

ついて」より

管理運営主体

管理運営主体 施設の維持管理費等を考慮して、管理運営組織
について検討する

広報宣伝

【アメリカの道路の例】
乗り合わせにプラスαをつける

【例】本庄市インフォメーションセンター
指定管理者：特定非営利活動法人まちの駅ネット
ワーク本庄
利用時間：9時～21時
休館日：12月29日～1月3日
勤務時間：３交代で円滑に機能している
※利用者からは21時閉館だと物足りないという意見
があり、新しい複合施設においては２２時閉館が望
ましいのではないか


